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カードAPにおけるアクセスコントロールについて

マイナンバー取得、本人確認における役割 アクセスコントロール
JPKI AP （署名用）

• 電子申請に利用
暗証番号（6～16桁の英数字）

（利用者証明用）
• マイナポータル等のログインに利用

暗証番号（4桁の数字）※

住民基本
台帳AP

• 住民票コードを記録
• 住基ネットの事務の為に住民票コードをテキストデータとして

利用可能

暗証番号（4桁の数字）※

券面事項
確認AP

（目的）
• 対面における券面記載情報の改ざん検知
• 対面における本人確認の証跡として画像情報の利用
（記録する情報）
• 券面情報：４情報＋顔写真の画像
• 裏面情報：マイナンバーの画像

• マイナンバーを利用できる者
表と裏の券面情報
：照合番号Ａ（マイナンバー１２桁）

• マイナンバーを利用できない者
表の券面情報のみ
：照合番号Ｂ（１４桁：生年月日６桁＋有効期限
西暦部分４桁＋セキュリティコード４桁）

券面事項
入力補助
AP

• マイナンバーや４情報を確認（対面・非対面）し、テキスト
データとして利用することが可能
【記録・利用する情報】
①マイナンバー及び４情報並びにその電子署名データ
②マイナンバー及びその電子署名データ
③４情報及びその電子署名データ

①については、暗証番号（４桁の数字）※
②については、照合番号Ａ（マイナンバー１２桁）
⇒これにより、券面目視によりマイナンバーを入力するような
ケースで正誤チェックが可能となる。
③については、照合番号Ｂ（１４桁：生年月日６桁＋
有効期限西暦部分４桁＋セキュリティコード４桁）

※「暗証番号（４桁の数字）」については、統一の設定も可能。但し、生年月日やセキュリティコード等と同一は不適当。

マイナンバー取得、本人確認における役割 アクセスコントロール
認
証AP

JPKI AP相
当

（署名用）
• 電子申請に利用

暗証番号（6～16桁の英数字）
券面事項入力補助AP①データもアクセス可能とする

（利用者証明用）
• マイナポータル等のログインに利用

暗証番号（4桁の数字）

但し、住民基本台帳AP相当内データは専用端末のみアク
セス可能とする（現行と同様）住民基本

台帳AP相
当

• 住民票コードを記録
• 住基ネットの事務の為に住民票コードをテキストデータと

して利用可能
券面事項
入力補助
AP相当

①マイナンバー及び４情報並びにその電子署名データ

券
面
等AP

券面事項
確認AP相
当

（目的）
• 対面における券面記載情報の改ざん検知
• 対面における本人確認の証跡として画像情報の利用
（記録する情報）
• 券面情報：３情報（性別除く）※＋顔写真の画像
• 裏面情報：マイナンバーの画像

• マイナンバーを利用できる者
表と裏の券面情報
：照合番号Ａ（マイナンバー１２桁）

• マイナンバーを利用できない者
表の券面情報のみ
：照合番号Ｂ改（カードアクセス番号6桁）

券面事項
入力補助
AP相当

• マイナンバーや４情報を確認（対面・非対面）し、テ
キストデータとして利用することが可能
【記録・利用する情報】
②マイナンバー及びその電子署名データ
③４情報及びその電子署名データ

②：照合番号Ａ（マイナンバー１２桁）
③：照合番号Ｂ改（カードアクセス番号6桁）

【次期カードのカードAPとアクセスコントロール】

【現行カードのカードAPとアクセスコントロール】

参考資料５

電子証明書や券面記載事項の入力等のために搭載されたアプリケーション（AP）の再編を行う。再編後のAPの名称についても、検討する。
※性別を券面に記載しないこととした場合。


